
看板のルールを定めた宮城県屋外広告物条例が改正され，平成30年４月から
新たなルールが追加されます。

屋外で看板を設置するには原則として知事の許可が必要です。
また，設置した看板を良好な状態に保持するため，適切に管理することや，
使用の終わった看板を除却することは看板オーナーや設置者の義務です。
これらの義務に違反すると行政の指導を受けたり，罰則が適用される場合が
あります。

看板のルールとは何ですか？

どうしてルールがあるのですか？
屋外の看板は景観やまちなみを構成する重要な要素であるとともに，公衆

に対する危害を防止する必要があるからです。
屋外で雨，風など厳しい自然環境にさらされ続ける看板は，見かけは問題

なくとも老朽化していきます。そのため，適切に管理されていないと，飛散，
落下，倒壊などの事故を発生させるおそれがあります。

どのようにルールが変わったのですか？

①許可を受けた看板は，必ず管理者を置くことが義務づけられました。
②全ての看板に定期的な安全点検が義務づけられました。

いつから新しいルールが始まるのですか？

平成30年４月１日からです。ただし，既に許可を受けて適法に表示されて
いるものは，許可の期間が満了する日まで管理者の届出は必要ありません。

※詳しくは最寄りの県土木事務所（栗原地域事務所除く）までお問い合わせください。

※栗原市，東松島市，大和町は県から事務の委譲を受け，各市町で許可事務を行ってい
ます。詳細は各市町窓口にお問い合わせください。

※仙台市内の看板は仙台市屋外広告物条例が適用されますので，仙台市にお問い合わせ
ください。

看板オーナー
の皆様へ



看板オーナーの皆様へお願い

看板には適切な管理者が必要です

○看板の許可を受ける場合，①地上から広告物の上端までの高さが４ｍ
を超えるもの，または②許可期間が１年を超えるものは専門知識を有
する者※を管理者として届け出なければなりません。

○見た目は問題なくても看板内部では想像
以上に劣化が進行しています。

資格を持つ者が安全点検を行う必要があります

○日常的に目視による点検を行うほか，設
置してから10年を経過しているものや設
置後の経過年数が不明のものは専門知識
を有する者※に点検を依頼してください。

○屋外に設置する看板は３年に１回以上
の安全点検が義務付けられます。
看板の点検は看板オーナーの義務です。

定期的に看板の安全点検を行ってください

○看板許可の更新を申請する場合，申請前
３ヶ月以内に安全点検を実施し，点検の
結果を報告しなければなりません。

○お店（会社）の敷地内にある看板で，一定の大きさ以下の許可不要な
ものについても，点検は実施しなければなりません。

宮城県 土木部 都市計画課 行政班
☎０２２－２１１－３１３２

https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/tosikei/okugai.html

屋外広告物条例に関する問い合わせ先

※屋外広告士，広告美術仕上げ技能士，職業訓練修了者（広告美術科にかかるもの），
（一社）日本屋外広告業団体連合会及び（公社）日本サイン協会が開催する点検技能
講習の修了者 など
上記の者をお探しの場合，県内では下記団体に相談していただくことができます。

・宮城県屋外広告美術協同組合 ℡：０２２－２５７－０４３７
・東北ネオン電気事業協同組合 宮城支部 ℡：０２２－２４１－６６３０


